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（統合的リスク管理部署）　ALM委員会

※◎印は各リスク部門の主管部署

【統合的リスク管理体系】

統合的リスク管理

リスク管理体制

信用リスク 流動性リスク

市場リスク オペレーショナル・リスク

内部管理基本方針

金融機関業務の多様化に伴い、当金庫の直面するリスクも一段と複雑化してきております。こうした環境下、お客様に
安心してお取引いただくためには各種リスクの所在の認識と適切な管理により、経営の健全性と安定性を確保することが
大変重要となります。
当金庫は、リスク管理態勢の確立を経営の最重要課題の一つと位置付け、リスク管理に関する基本事項を「統合的リス
ク管理方針」として策定しております。また、「統合的リスク管理規程」において当金庫が晒されている各種リスクの計
測、管理手法を規定しております。
統合的リスク管理とは、当金庫を全体的な観点からリスクの総和をとらえ、できるだけ計量化するものです。統合的な
管理手法である「リスク資本」については、①信用リスク、②流動性リスク、③市場リスク、④オペレーショナル・リス
ク等の各リスク・カテゴリーに関してのリスク量の計測を行い、当金庫全体のリスク量をモニターすることにより、経営
体力と各種リスク量の状況を統合的に管理しています。
統合的リスク管理部署は経営陣を含む本部各部部長で構成されるALM委員会が主管し、それぞれのリスク・カテゴリー
毎に適切なリスク限度枠の設定等の審議を行ない、常務会に付議・報告する態勢としております。

当金庫は信用金庫法第36条第5項第5号および同法施行規則第23条の規定に基づき、業務の健全性と適切性を確保するた
め「内部管理基本方針」を定めております。
１．理事及び職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
２．理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制
４．理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
５．監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する事項
６．監事の職務を補助すべき職員の理事からの独立性及び当該職員に対する指示の実効性の確保に関する事項
７．理事及び職員が監事に報告をするための体制その他の監事への報告に関する体制
８．監事への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
９．監事の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生じる費用又は債務の処
理に係る方針に関する事項

10．その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制

信用リスクとは、貸出等を行っている取引先の財務状
況の悪化などにより、貸出金が契約どおり返済されず、
金融機関が損失を被るリスクをいいます。
当金庫では、貸出資産の健全性を維持・向上させるた
め、融資案件を、まず営業店で調査・検討し、次にそれ
ぞれの権限内貸出基準に基づき厳格な審査を経て決裁し
ています。
また、「信用リスク委員会」及び企業支援課による経
営改善支援等の取り組みにより、管理態勢の強化に努め
ています。自己査定についても、当金庫の自己査定基準
に基づいた厳格な査定を行い、その結果に基づいて適正
な償却・引当を実施しています。

流動性リスクとは、予期せぬ資金の流出等により資金
が不足し、通常よりも著しく高い金利での調達を余儀な
くされたり、不利な価格での取引を余儀なくされること
により金融機関が損失を被るリスクをいいます。
当金庫は、支払準備資金を信金中央金庫へ預入れ、資
金の流動性を安定的に確保するとともに、資金の運用・
調達及び日々の資金繰りについて経営陣に報告する体制
をとり、流動性リスクに対する十分な管理態勢を確保し
ています。

市場リスクとは、金利、為替、株式等の様々な市場リスク
・ファクターの変動により、当金庫の保有する資産・負債等
の価格が変動し損失を被るリスク、資産・負債から生み出さ
れる収益が変動し損失を被るリスクをいいます。
当金庫は、「ALM委員会」を設置し、資産・負債を統合的
に管理することによりリスクを回避し、安定収益の確保と自
己資本の充実に努めています。

オペレーショナル・リスクとは、金融機関の業務の過
程、役職員の活動若しくはシステムが不適切であること
又は外生的な事象により損失を被るリスクをいいます。
当金庫では、オペレーショナル・リスクについて、事
務リスク・システムリスク・法務リスク・人的リスク・
有形資産リスク・風評リスクの各リスクを含む幅広いリ
スクと考え、各種委員会において協議・検討し、必要に
応じて理事会等に報告する態勢を整備しております。23

金融商品に係る勧誘方針

金融商品・保険商品のご提案にあたって

保険募集指針

当金庫は、「金融商品の販売等に関する法律」に基づき、金融商品の販売等に際しては、次の事項を遵守し、勧誘の
適正の確保を図ることとします。
1. 当金庫は、お客様の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らして、適
正な情報の提供と商品説明をいたします。

2. 金融商品の選択・購入は、お客様ご自身の判断によってお決めいただきます。その際、当金庫は、お客様に適正
な判断をしていただくために、当該金融商品の重要事項について説明をいたします。

3. 当金庫は、誠実・公正な勧誘を心掛け、お客様に対し事実と異なる説明をしたり、誤解を招くことのないよう、研
修等を通じて役職員の知識の向上に努めます。

4. 当金庫は、お客様にとって不都合な時間帯や迷惑な場所での勧誘は行いません。
5. 金融商品の販売等に係る勧誘についてご意見やお気づきの点等がございましたら、お近くの窓口までお問い合わ
せください。

当金庫は、以下の「保険募集指針」に基づき、適正な保険募集に努めてまいります。
○当金庫は、保険業法をはじめとする関係法令等を遵守いたします。万一、法令等に反する行為によりお客様に損
害を与えてしまった場合には、募集代理店として販売責任を負います。

○当金庫は、お客様に引受保険会社名をお知らせするとともに、保険契約を引受け、保険金等をお支払いするのは
保険会社であること、その他引受保険会社が破たんした場合等の保険契約に係るリスクについて適切な説明を行
います。

○当金庫は、取扱い保険商品の中からお客様が適切に商品をお選びいただけるように情報を提供いたします。
○当金庫が取扱う一部の保険商品につきましては、法令等により以下のとおりご加入いただけるお客様の範囲や保
険金額等に制限が課せられています。
（1）保険契約者・被保険者になる方が下記のいずれかに該当する場合には、当金庫の会員の方を除き、一部の保

険商品をお取扱いできません。

①当金庫から事業性資金の融資を受けている法人・その代表者・個人事業主の方（以下、総称して「融資
先法人等」といいます）
②従業員数が20名以下の「融資先法人等」の従業員・役員の方

（2）「上記（1）に該当する当金庫の会員の方」「従業員数が21名以上の融資先法人等の従業員・役員の方」を保
険契約者とする一部の保険商品の契約につきましては、保険契約者一人あたりの通算保険金額その他の給付
金合計額（以下「保険金額等」といいます）を、次の金額以下に限定させていただきます。

・生存または死亡に関する保険金額等：1,000万円
・疾病診断、要介護、入院、手術等に関する保険金額等

①診断等給付金（一時金形式） ：1保険事故につき100万円
②診断等給付金（年金形式） ：月額換算5万円
③疾病入院給付金 ：日額5千円【特定の疾病に限られる保険は1万円】※合計1万円
④疾病手術等給付金 ：1保険事故につき20万円【特定の疾病に限られる保険は40万円】

※合計40万円

○当金庫は、ご契約いただいた保険契約の内容や各種手続き方法に関するご照会、お客様からの苦情・ご相談等の
契約締結後の業務にも適切に対応いたします。
なお、ご相談内容によりましては、引受保険会社所定の連絡窓口へご案内、または保険会社と連携してご対応さ
せていただくことがございます。

○当金庫は、保険募集時の面談内容等を記録し、保険期間が終了するまで適切に管理いたします。また、お客様か
ら寄せられた苦情・ご相談等の内容は記録し、適切に管理いたします。

保険契約に関する苦情、ご相談等は、取扱営業店または下記にて承ります。
水沢信用金庫総務部 電話番号：0197-23-2498
受付時間：当金庫営業日の午前 9時～午後 5時


